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ぬ ま し ん 資 金 移 動 サ ー ビ ス 利 用 規 定  

 

１ .  ぬ ま し ん 資 金 移 動 サ ー ビ ス  

( 1 )   本 規 定 に 基 づ く 契 約 は 、 当 金 庫 が 、 お 客 様 か ら こ の 規 定 の サ ー ビ ス

に 係 る 当 金 庫 所 定 の 申 込 書 の 提 出 を 受 け 、 こ れ を 承 諾 し た と き に 成 立

す る も の と し ま す 。  

( 2 )   ぬ ま し ん 資 金 移 動 サ ー ビ ス（ 以 下「 本 サ ー ビ ス 」と い い ま す 。）は 、

契 約 者 ご 本 人 （ 以 下 「 依 頼 人 」 と い い ま す 。 ） の 占 有 ・ 管 理 す る 端 末

機 （ 以 下 「 端 末 機 」 と い い ま す ） に よ る 依 頼 に も と づ き 、 次 の 取 引 を

行 う 場 合 に 利 用 で き ま す 。  

①   本 サ ー ビ ス の ご 利 用 口 座 と し て 届 出 の 依 頼 人 名 義 の 預 金 口 座 （ 以

下「 支 払 指 定 口 座 」と い い ま す 。）よ り 、指 定 金 額 を 引 落 し の う え 、

依 頼 人 が 指 定 し た 預 金 口 座 （ 以 下 「 入 金 指 定 口 座 」 と い い ま す 。 ）

宛 に 振 込 依 頼 を 発 信 し 、 ま た は 振 替 の 処 理 を 行 う 取 引 。  

②   支 払 指 定 口 座 に つ き 行 う 残 高 ・ 入 出 金 ・ 振 込 振 替 の 照 会 。  

( 3 )   入 金 指 定 口 座 へ の 入 金 は 、 次 の 各 号 の 方 法 で 取 扱 い ま す 。  

①   支 払 指 定 口 座 と 入 金 指 定 口 座 と が 同 一 店 舗 内 で か つ 同 一 名 義 の 場

合 は 、 「 振 替 」 と し て 取 扱 い ま す 。  

②   入 金 指 定 口 座 が 支 払 指 定 口 座 と 異 な る 当 金 庫 本 支 店 に あ る 場 合 、

ま た は 当 金 庫 以 外 の 金 融 機 関 の 本 支 店 に あ る 場 合 、 も し く は 支 払 指

定 口 座 と 入 金 指 定 口 座 が 異 な る 名 義 の 場 合 は 、 「 振 込 」 と し て 取 扱

い ま す 。  

２ .  電 子 証 明 書 の 利 用  

( 1 )   Ｖ Ａ Ｌ Ｕ Ｘ 端 末 を 利 用 す る 依 頼 人 は 、 本 サ ー ビ ス の 利 用 に 際 し て 、

株 式 会 社 Ｎ Ｔ Ｔ デ ー タ が 提 供 す る Ｖ Ａ Ｌ Ｕ Ｘ サ ー ビ ス に お い て 発 行

さ れ る 電 子 証 明 書 （ 以 下 「 証 明 書 」 と い い ま す 。 ） を 同 社 が 定 め る 方

法 お よ び 操 作 方 法 に も と づ き 取 得 し 、同 端 末 に 格 納 の う え 使 用 し て く

だ さ い 。  

( 2 )   当 金 庫 で 受 信 し た 証 明 書 情 報 が 本 条 第 １ 項 の 証 明 書 と 一 致 し た 場 合

に は 、当 金 庫 は 送 信 者 を 依 頼 人 と み な し 、依 頼 人 本 人 が そ の 内 容 に 同

意 し 、 取 引 行 為 に 有 効 な 意 思 表 示 が あ っ た も の と し て 取 扱 い ま す 。  

( 3 )   Ｖ Ａ Ｌ Ｕ Ｘ 端 末 （ 証 明 書 が 格 納 さ れ て い る も の 。 以 下 同 じ 。 ） は 、

依 頼 人 自 ら の 責 任 を も っ て 厳 重 に 管 理 し て く だ さ い 。  

( 4 )   Ｖ Ａ Ｌ Ｕ Ｘ 端 末 が 紛 失 、 盗 難 等 に よ り 第 三 者 に 不 正 使 用 さ れ る 可 能

性 が あ る 場 合 に は 、 依 頼 人 は 直 ち に 当 金 庫 に 証 明 書 の 失 効 を 届 け 出

（ 本 サ ー ビ ス の 一 時 閉 塞 等 ） て く だ さ い 。  

( 5 )   証 明 書 の 取 得 お よ び 利 用 に 関 し て は 、 別 途 、 株 式 会 社 Ｎ Ｔ Ｔ デ ー タ

ま た は 同 社 指 定 の 者 が 定 め る 料 金 を 直 接 お 支 払 い た だ き ま す 。  

３ .  振 込 ま た は 振 替 の 受 付 等  
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( 1 )   振 込 ま た は 振 替 の 依 頼 に 利 用 で き る 端 末 機 は 次 に と お り と し ま す 。  

①   フ ァ ク シ ミ リ  

②   Ｖ Ａ Ｌ Ｕ Ｘ 端 末  

( 2 )   本 サ ー ビ ス に よ り 振 込 ま た は 振 替 を 依 頼 す る 場 合 は 、 依 頼 人 の 端 末

機 の 操 作 手 順 に よ り 操 作 し て く だ さ い 。  

( 3 )   当 金 庫 は 、 前 項 の 操 作 に よ り 、 端 末 種 別 毎 に 次 の 要 件 が 満 た さ れ て

い る と き は 、送 信 者 を 依 頼 人 と み な し 、当 金 庫 が 受 信 し た 依 頼 内 容 を

依 頼 人 の 端 末 機 に 返 信 し ま す 。  

①   フ ァ ク シ ミ リ の 場 合 は 、 当 金 庫 で 受 信 し た 暗 証 番 号 な ら び に 支 払

指 定 口 座 の 支 店 番 号 、 科 目 コ ー ド お よ び 口 座 番 号 （ 以 下 「 口 座 番 号

等 」と い い ま す 。）が 、届 出 の 暗 証 番 号 お よ び 支 払 指 定 口 座 番 号 と 一

致 し て い る こ と 。  

 

②   Ｖ Ａ Ｌ Ｕ Ｘ 端 末 の 場 合 は 、 本 項 １ 号 に 加 え 、 当 金 庫 で 受 信 し た 証

明 書 情 報 が 、 前 条 １ 項 の 証 明 書 と 一 致 し て い る こ と 。  

( 4 )   依 頼 人 は 、 前 項 に も と づ き 返 信 さ れ た 依 頼 内 容 を 確 認 し 、 返 信 さ れ

た 依 頼 内 容 が 正 し い 場 合 に は 、確 認 暗 証 番 号（ あ ら か じ め 当 金 庫 に 登

録 い た だ い た 預 金 口 座 を 入 金 指 定 口 座 と す る 場 合 を 除 き ま す 。以 下 同

じ 。 ） 、 承 認 暗 証 番 号 （ 当 金 庫 本 支 店 の 預 金 口 座 を 入 金 指 定 口 座 と す

る 場 合 な ら び に フ ァ ク シ ミ リ お よ び Ｈ Ｕ（ Ｖ Ａ Ｌ Ｕ Ｘ ）端 末 に よ り 取

引 を 行 う 場 合 を 除 き ま す 。 以 下 同 じ 。 ） お よ び 意 思 確 認 コ ー ド を 入 力

の う え 当 金 庫 宛 送 信 し て く だ さ い 。  

( 5 )   依 頼 の 内 容 に つ い て は 、 当 金 庫 が 受 信 し た 確 認 暗 証 番 号 お よ び 承 認

暗 証 番 号 と 届 出 の 確 認 暗 証 番 号 お よ び 承 認 暗 証 番 号 と の 一 致 を 確 認

す る と と も に 、振 込 ・ 振 替 内 容 確 認 画 面 の 意 思 確 認 コ ー ド を 受 信 し た

時 点 で 確 定 し ま す 。  

( 6 )   当 金 庫 は 、 前 項 に も と づ き 確 定 し た 振 込 ・ 振 替 内 容 を 依 頼 人 の 端 末

機 に 送 信 し ま す の で 、 確 認 し て く だ さ い 。  

な お 、こ の 通 知 が 届 か な い 場 合 に は 、直 ち に 当 金 庫 に 照 会 し て く だ さ

い 。こ の 照 会 が な か っ た こ と に よ っ て 生 じ た 損 害 に つ い て は 、第 １ ０

条 に 定 め る 場 合 を 除 き 、 当 金 庫 は 責 任 を 負 い ま せ ん 。  

( 7 )   依 頼 の 内 容 が 確 定 し た 場 合 、 当 金 庫 は 確 定 し た 内 容 に し た が い 、 支

払 指 定 口 座 か ら 振 込 金 額 と 第 ６ 条 ２ 項 の 振 込 手 数 料 と の 合 計 金 額 ま

た は 振 替 金 額 を 引 落 し の う え 、当 金 庫 所 定 の 方 法 で 振 込 ま た は 振 替 の

手 続 き を 行 い ま す 。  

日 付 指 定 振 替 ・ 振 込 の 場 合 は 、指 定 日 に 支 払 指 定 口 座 か ら 振 替 金 額 ま

た は 振 込 金 額 と 第 ６ 条 ２ 項 の 振 込 手 数 料 と の 合 計 額 を 引 き 落 と し の

う え 、 当 金 庫 所 定 の 方 法 に よ り 振 替 ま た は 振 込 の 手 続 を 行 い ま す 。  

( 8 )   支 払 指 定 口 座 か ら の 資 金 の 引 落 し は 、 普 通 預 金 規 定 そ の 他 当 金 庫 の
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定 め る 他 の 規 定 に か か わ ら ず 、通 帳 ・ カ ー ド お よ び 払 戻 請 求 書 ま た は

小 切 手 の 提 出 は 不 要 な も の と し て 取 扱 い ま す 。  

( 9 )   こ の 取 扱 い に よ る １ 回 あ た り の 振 込 金 額 ま た は 振 替 金 額 の 限 度 は 、

当 金 庫 が 定 め る 金 額 （ 9 , 9 9 9 , 9 9 9 千 円 ） の 範 囲 内 に お い て 依 頼 人 が あ

ら か じ め 当 金 庫 に 対 し て 届 け 出 た 金 額 の 範 囲 内 と し ま す 。  

( 1 0 )   以 下 の 各 号 に 該 当 す る 場 合 、 振 込 お よ び 振 替 は で き ま せ ん 。  

①   振 込 ま た は 振 替 時 に 、 振 込 金 額 と 第 ６ 条 ２ 項 の 振 込 手 数 料 と の 合

計 金 額 ま た は 振 替 金 額 が 支 払 指 定 口 座 よ り 払 戻 す こ と が で き る 金 額

（ 当 座 貸 越 を 利 用 で き る 範 囲 内 の 金 額 を 含 み ま す 。）を 超 え る と き 。  

②   支 払 指 定 口 座 が 解 約 済 の と き 。  

③   依 頼 人 か ら 支 払 指 定 口 座 に つ い て の 支 払 停 止 の 届 出 が あ り 、 そ れ

に も と づ き 当 金 庫 が 所 定 の 手 続 き を 行 っ た と き 。  

④   差 押 等 や む を 得 な い 事 情 が あ り 、 当 金 庫 が 支 払 を 不 適 当 と 認 め た

と き 。  

⑤   振 替 取 引 に お い て 、 入 金 指 定 口 座 が 解 約 済 な ど の 理 由 で 入 金 で き

な い と き 。  

( 1 1 )   振 替 取 引 に お い て 、入 金 指 定 口 座 へ の 入 金 が で き な い 場 合 に は 、振

替 金 額 を 当 金 庫 所 定 の 方 法 に よ り 、当 該 取 引 の 支 払 指 定 口 座 へ 戻 し 入

れ ま す 。  

な お 、振 込 取 引 に お い て 、入 金 指 定 口 座 へ の 入 金 が で き な い 場 合 に は 、

組 戻 手 続 き に よ り 処 理 し ま す 。  

４ .  依 頼 内 容 の 変 更 、 組 戻 し  

( 1 )   振 込 取 引 に お い て 、 依 頼 内 容 （ 受 取 人 の 預 金 種 目 、 口 座 番 号 お よ び

口 座 名 義 人 に 関 す る 事 項 を い い ま す 。 以 下 本 項 に お い て 同 じ 。） の 確

定 後 に そ の 依 頼 内 容 を 変 更 す る 場 合 に は 、当 該 取 引 の 支 払 指 定 口 座 が

あ る 当 金 庫 本 支 店 の 窓 口 に お い て 、依 頼 人 が 次 の 訂 正 の 手 続 き を 実 施

し て い た だ く こ と に よ り 、 か か る 変 更 を 実 施 し ま す 。  

①   当 金 庫 所 定 の 訂 正 依 頼 書 に 、 当 該 取 引 の 支 払 指 定 口 座 に か か る 届

出 の 印 章 に よ り 記 名（ 署 名 ）押 印 し て 提 出 し て く だ さ い 。こ の 場 合 、

依 頼 人 本 人 を 確 認 で き る 運 転 免 許 証 な ど の 公 的 確 認 書 類 の 本 人 確 認

資 料 の 提 示 が 必 要 で す 。  

②   当 金 庫 は 、 訂 正 依 頼 書 に 従 っ て 、 訂 正 依 頼 電 文 を 振 込 先 の 金 融 機

関 に 発 信 し ま す 。  

( 2 )   振 込 取 引 に お い て 、 依 頼 内 容 の 確 定 後 に 、 そ の 依 頼 を 取 り や め る 場

合 、ま た は 振 込 先 の 金 融 機 関 名 、店 舗 名 も し く は 振 込 金 額 を 変 更 す る

場 合 に は 、当 該 取 引 の 支 払 指 定 口 座 が あ る 当 金 庫 本 支 店 の 窓 口 に お い

て 、依 頼 人 が 次 の 手 続 き を 実 施 し て い た だ く こ と に よ り 、組 戻 し 手 続

き を 行 い ま す 。  

①   当 金 庫 所 定 の 組 戻 依 頼 書 に 、 当 該 取 引 の 支 払 指 定 口 座 に か か る 届



－ 4 － 

出 の 印 章 に よ り 記 名（ 署 名 ）押 印 し て 提 出 し て く だ さ い 。こ の 場 合 、

依 頼 人 本 人 を 確 認 で き る 運 転 免 許 証 な ど の 公 的 確 認 書 類 の 本 人 確 認

資 料 の 提 示 が 必 要 で す 。  

②   当 金 庫 は 、 組 戻 依 頼 書 に 従 っ て 、 組 戻 依 頼 電 文 を 振 込 先 の 金 融 機

関 に 発 信 し ま す 。  

③   組 戻 し さ れ た 振 込 資 金 は 、 組 戻 依 頼 書 に 指 定 さ れ た 方 法 に よ り 返

却 し ま す 。 現 金 で 返 却 を 受 け る と き は 、 当 金 庫 所 定 の 受 取 書 に 届 出

の 印 章 に よ り 記 名 （ 署 名 ） 押 印 の う え 、 提 出 し て く だ さ い 。 こ の 場

合 、 依 頼 人 本 人 を 確 認 で き る 運 転 免 許 証 な ど の 公 的 確 認 書 類 の 本 人

確 認 資 料 の 提 示 が 必 要 で す 。  

( 3 )   前 二 項 の 場 合 に お い て 、 振 込 先 の 金 融 機 関 が す で に 振 込 通 知 を 受 信

し て い る と き は 、訂 正 ま た は 組 戻 し が で き な い こ と が あ り ま す 。こ の

場 合 に は 、 受 取 人 と の 間 で 協 議 し て く だ さ い 。  

( 4 )   当 金 庫 が 訂 正 依 頼 書 ま た は 組 戻 依 頼 書 等 に 使 用 さ れ た 印 影 と 届 出 の

印 鑑 と を 相 当 の 注 意 を も っ て 照 合 し 、相 違 な い も の と 認 め て 取 扱 っ た

場 合 、そ れ ら の 書 類 に つ き 偽 造 、変 造 そ の 他 の 事 故 が あ っ て も そ の た

め に 生 じ た 損 害 に つ い て は 、当 金 庫 に 過 失 が あ る 場 合 を 除 き 、当 金 庫

は 責 任 を 負 い ま せ ん 。  

( 5 )   振 替 取 引 の 場 合 に は 、 依 頼 内 容 の 確 定 後 は 依 頼 内 容 の 変 更 ま た は 依

頼 の 取 り や め は で き ま せ ん 。  

５ .  照 会  

( 1 )   照 会 に 利 用 で き る 端 末 は 次 の と お り と し ま す 。  

①  フ ァ ク シ ミ リ  

②  Ｖ Ａ Ｌ Ｕ Ｘ 端 末  

( 2 )   本 サ ー ビ ス に よ り 照 会 を 行 う 場 合 は 、 依 頼 人 の 端 末 機 の 操 作 手 順 に

よ り 操 作 し て く だ さ い 。  

( 3 )   前 項 の 操 作 に よ り 、 当 金 庫 で 受 信 し た 暗 証 番 号 お よ び 支 払 指 定 口 座

の 口 座 番 号 等 が 、届 出 の 暗 証 番 号 お よ び 支 払 指 定 口 座 の 口 座 番 号 等 と

一 致 し た 場 合 に は 、 当 金 庫 は 、 送 信 者 を 依 頼 人 と み な し 、 当 金 庫 が 受

信 し た 照 会 内 容 に 対 応 す る 情 報 を 依 頼 人 の 端 末 機 に 返 信 し ま す 。  

( 4 )   前 項 に も と づ き 当 金 庫 が 送 信 し た 情 報 に つ き 、 依 頼 人 か ら の 訂 正 依

頼 、そ の 他 取 引 内 容 に 変 更 訂 正 が あ っ た 場 合 に は 、当 金 庫 は す で に 送

信 し た 情 報 に つ い て 変 更 ま た は 取 消 を す る こ と が あ り ま す 。  

６ .  手 数 料 等  

( 1 )   本 サ ー ビ ス 利 用 期 間 中 は 、 毎 月 当 金 庫 ホ ー ム ペ ー ジ ま た は 店 頭 電 子

掲 示 板 の 「 手 数 料 一 覧 」 に 示 す 基 本 手 数 料 を お 支 払 い た だ き ま す 。  

 な お 、お 客 様 が し ん き ん Ｗ Ｅ Ｂ － Ｆ Ｂ サ ー ビ ス ま た は し ん き ん Ｗ Ｅ

Ｂ バ ン キ ン グ の サ ー ビ ス 利 用 に 係 る 基 本 手 数 料 を お 支 払 い い た だ い

て い る 場 合 は 、 本 サ ー ビ ス に 係 る 基 本 料 は い た だ き ま せ ん 。  
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( 2 )   本 サ ー ビ ス に よ り 振 込 を す る 場 合 に は 、 当 金 庫 ホ ー ム ペ ー ジ ま た は

店 頭 電 子 掲 示 板 の「 手 数 料 一 覧 」に 示 す 振 込 手 数 料 を お 支 払 い い た だ

き ま す 。  

( 3 )   振 込 取 引 の 組 戻 し 手 続 き を 行 っ た 場 合 は 、 当 金 庫 ホ ー ム ペ ー ジ ま た

は 店 頭 電 子 掲 示 板 の「 手 数 料 一 覧 」に 示 す 組 戻 手 数 料 を お 支 払 い い た

だ き ま す 。  

７ .  取 引 内 容 の 確 認  

( 1 )   本 サ ー ビ ス に よ り 取 引 を 行 っ た 場 合 は 、 取 引 後 す み や か に 普 通 預 金

通 帳 へ の 記 入 ま た は 当 座 勘 定 照 合 表 に よ り 取 引 内 容 を 照 合 し て く だ

さ い 。  

万 一 、取 引 内 容 ・ 残 高 に 相 違 が あ る 場 合 は 、直 ち に そ の 旨 を お 取 引 店

に ご 連 絡 く だ さ い 。  

( 2 )   依 頼 人 と 当 金 庫 の 間 で 取 引 内 容 、 残 高 等 に 疑 義 が 生 じ た と き は 、 当

金 庫 が 保 存 す る 電 磁 的 記 録 等 の 記 録 内 容 を 正 当 な も の と し て 取 扱 い

ま す 。た だ し 、か か る 記 録 内 容 が 事 実 と 異 な る こ と を 依 頼 人 が 証 明 し

た 場 合 に は こ の 限 り で は あ り ま せ ん 。  

８ .  暗 証 番 号 等 の 管 理  

( 1 )   端 末 機 、 証 明 書 情 報 お よ び 暗 証 番 号 は 、 依 頼 人 自 ら の 責 任 を も っ て

厳 重 に 管 理 し て く だ さ い 。  

( 2 )   端 末 機 は 常 に 依 頼 人 本 人 の 占 有 ・ 管 理 下 に 置 き 、 他 人 へ の 貸 与 等 は

行 わ な い で く だ さ い 。  

( 3 )   端 末 機 、 証 明 書 情 報 、 暗 証 番 号 、 固 定 暗 証 番 号 、 可 変 暗 証 番 号 、 確

認 暗 証 番 号 お よ び 承 認 暗 証 番 号 は 、当 金 庫 所 定 の 方 法 に よ り 指 定 し て

く だ さ い 。 ま た 、 こ れ ら の 指 定 に あ た っ て は 、 他 人 か ら 推 測 可 能 な 番

号 の 指 定 は 避 け る と と も に 、他 人 に 知 ら れ な い よ う に 厳 重 に 管 理 し て

く だ さ い 。  

( 4 )   端 末 機 、 証 明 書 情 報 、 暗 証 番 号 等 （ 前 項 に 定 め る 各 種 暗 証 番 号 を い

う 。 以 下 同 じ 。 ） に つ き 、 盗 取 も し く は 不 正 使 用 等 の 事 実 ま た は そ の

お そ れ が あ る 場 合 は 、 当 金 庫 に 直 ち に 連 絡 し て く だ さ い 。  

９ .  免 責 事 項  

( 1 )   災 害・事 変 、裁 判 所 等 公 的 機 関 の 措 置 等 の や む を 得 な い 事 由 に よ り 、

取 扱 い が 遅 延 し た り 不 能 と な っ た 場 合 、そ の た め に 生 じ た 損 害 に つ い

て は 、 当 金 庫 は 責 任 を 負 い ま せ ん 。  

( 2 )   当 金 庫 の 責 に よ ら な い 通 信 機 器 、 回 線 お よ び コ ン ピ ュ ー タ 等 の 障 害

な ら び に 電 話 ・ イ ン タ ー ネ ッ ト の 不 通 に よ り 、取 扱 い が 遅 延 し た り 不

能 と な っ た 場 合 、そ の た め に 生 じ た 損 害 に つ い て は 、当 金 庫 は 責 任 を

負 い ま せ ん 。な お 、当 金 庫 が 意 思 確 認 コ ー ド を 受 信 す る 前 に 回 線 等 の

切 断 ・ 障 害 等 に よ り 取 扱 い が 中 断 し た と 判 断 さ れ る 場 合 、取 扱 内 容 を

取 引 店 に ご 確 認 く だ さ い 。  
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( 3 )   こ の 取 扱 い に よ る 振 込 ま た は 振 替 依 頼 の 受 付 の 際 に 第 ３ 条 ３ 項 各 号

な ら び に ５ 項 の 一 致 を 確 認 し て 取 扱 い を 行 っ た う え は 、端 末 機 、証 明

書 情 報 お よ び 暗 証 番 号 等 に つ き 不 正 使 用 そ の 他 の 事 故 が あ っ て も 、当

金 庫 の 暗 証 番 号 管 理 に 不 備 が あ っ た 等 の 特 段 の 事 由 が な い 限 り 、そ の

た め に 生 じ た 損 害 に つ い て は 、 当 金 庫 は 責 任 を 負 い ま せ ん 。  

た だ し 、 端 末 機 、 証 明 書 情 報 、 暗 証 番 号 等 の 盗 取 等 に よ り 不 正 に 行 わ

れ た 振 込 の 損 害 で あ る 場 合 、依 頼 人 は 第 １ ０ 条 の 定 め に 従 い 補 て ん を

請 求 で き る も の と し ま す 。  

( 4 )   電 話 回 線 、 イ ン タ ー ネ ッ ト 等 の 通 信 経 路 に お い て 盗 聴 等 が な さ れ た

こ と に よ り 依 頼 人 の 暗 証 番 号 、取 引 情 報 等 が 漏 洩 し た 場 合 、当 金 庫 は 、

相 応 の 安 全 措 置 を 講 じ て い る 限 り 、そ の た め に 生 じ た 損 害 に つ い て は 、

第 １ ０ 条 に 定 め る 場 合 を 除 き 、 責 任 を 負 い ま せ ん 。  

( 5 )   当 金 庫 以 外 の 金 融 機 関 等 の 責 に 帰 す べ き 事 由 に よ り 、 取 扱 い が 遅 延

し た り 不 能 と な っ た 場 合 、そ の た め に 生 じ た 損 害 に つ い て は 、当 金 庫

は 責 任 を 負 い ま せ ん 。  

１ ０ .  暗 証 番 号 等 の 盗 取 等 に よ る 不 正 な 振 込 等  

( 1 )   端 末 機 、 証 明 書 情 報 、 暗 証 番 号 等 の 盗 取 等 に よ り 行 わ れ た 不 正 な 振

込 に つ い て は 、次 の 各 号 の す べ て に 該 当 す る 場 合 、依 頼 人 は 当 金 庫 に

対 し て 当 該 振 込 に か か る 損 害（ 手 数 料 や 利 息 を 含 み ま す ）の 額 に 相 当

す る 金 額 の 補 て ん を 請 求 す る こ と が で き ま す 。  

①   依 頼 人 が 本 サ ー ビ ス に よ る 不 正 な 振 込 の 被 害 に 気 付 か れ た 後 、 当

金 庫 に 速 や か に ご 通 知 い た だ い て い る こ と 。  

②   当 金 庫 の 調 査 に 対 し 、 依 頼 人 か ら 十 分 な ご 説 明 を い た だ い て い る

こ と 。  

③   依 頼 人 が 警 察 署 へ の 被 害 事 実 等 の 事 情 説 明 を 行 い 、 そ の 捜 査 に 協

力 さ れ て い る こ と 。  

( 2 )   前 項 の 請 求 が な さ れ た 場 合 、 不 正 な 振 込 が 本 人 の 故 意 に よ る 場 合 を

除 き 、 当 金 庫 は 、 当 金 庫 へ 通 知 が 行 わ れ た 日 の ３ ０ 日 （ た だ し 、 当 金

庫 に 通 知 す る こ と が で き な い や む を 得 な い 事 情 が あ る こ と を 依 頼 人

が 証 明 し た 場 合 は 、そ の 事 情 が 継 続 し て い た 期 間 に ３ ０ 日 を 加 え た 日

数 ま で 遡 っ た 期 間 と し ま す 。）前 の 日 以 降 に な さ れ た 不 正 な 振 込 に か

か る 損 害（ 手 数 料 や 利 息 を 含 み ま す 。）の 額 に 相 当 す る 金 額（ 以 下「 補

て ん 対 象 額 」 と い い ま す 。 ） を 補 て ん す る も の と し ま す 。 な お 、 個 人

事 業 主 、 法 人 の お 客 様 は 3 千 万 円 を 上 限 で 補 償 す る も の と し ま す 。  

た だ し 、 当 該 振 込 が 行 わ れ た こ と に つ い て 、 依 頼 人 に 重 大 な 過 失 、 ま

た は 過 失 が あ る な ど の 場 合 に は 、当 金 庫 は 補 て ん 対 象 額 の 全 部 ま た は

一 部 に つ い て 補 て ん い た し か ね る 場 合 が あ り ま す 。  

( 3 )   前 二 項 の 定 め は 、 １ 項 に 係 る 当 金 庫 へ の 通 知 が 、 端 末 機 、 証 明 書 情

報 、暗 証 番 号 等 の 盗 取 等（ 当 該 盗 取 等 が 行 わ れ た 日 が 明 ら か で な い と
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き は 、 不 正 な 振 込 が 最 初 に 行 わ れ た 日 。 ） か ら 、 ２ 年 を 経 過 す る 日 後

に 行 わ れ た 場 合 に は 、 適 用 さ れ な い も の と し ま す 。  

( 4 )   ２ 項 に か か わ ら ず 、 次 の い ず れ か に 該 当 す る 場 合 に は 、 当 金 庫 は 補

て ん い た し ま せ ん 。  

①   不 正 な 振 込 が 行 わ れ た こ と に つ い て 当 金 庫 が 善 意 か つ 無 過 失 で あ

り 、 か つ 次 の い ず れ か に 該 当 す る 場 合  

イ .  依 頼 人 の 配 偶 者 、 二 親 等 内 の 家 族 、 同 居 の 家 族 、 そ の 他 同 居 人 、

ま た は 家 事 使 用 人 に よ っ て 行 わ れ た 場 合 。  

ロ .  依 頼 人 が 、 被 害 状 況 に つ い て の 当 金 庫 に 対 す る 説 明 に お い て 、 重

要 な 事 項 に つ い て 偽 り の 説 明 を 行 っ た 場 合 。  

②   戦 争 、 暴 動 等 に よ る 著 し い 社 会 秩 序 の 混 乱 に 乗 じ て 、 ま た は こ れ

に 付 随 し て 不 正 な 振 込 が 行 わ れ た 場 合  

１ １ .  届 出 事 項 の 変 更  

( 1 )   証 明 書 情 報 、 暗 証 番 号 、 固 定 暗 証 番 号 、 可 変 暗 証 番 号 、 確 認 暗 証 番

号 、 承 認 暗 証 番 号 、 支 払 指 定 口 座 、 名 称 、 商 号 、 住 所 、 電 話 番 号 そ の

他 届 出 内 容 に 変 更 が あ る 場 合 に は 、当 金 庫 所 定 の 書 面 に よ り 取 引 店 に

直 ち に 届 け 出 て く だ さ い 。こ の 届 出 の 前 に 生 じ た 損 害 に つ い て は 、届

出 を 行 わ な か っ た こ と に よ り ま た は 当 金 庫 に 過 失 が あ る 場 合 を 除 き 、

当 金 庫 は 責 任 を 負 い ま せ ん 。  

( 2 )   前 項 に よ る 届 出 事 項 の 変 更 の 届 出 が な か っ た た め に 、 当 金 庫 か ら の

通 知 ま た は 送 付 す る 書 類 等 が 延 着 し 、ま た は 到 達 し な か っ た 場 合 に は 、

通 常 到 達 す べ き 時 に 到 達 し た も の と み な し ま す 。  

１ ２ .  解 約  

こ の 取 扱 い は 、当 事 者 の 一 方 の 都 合 で 書 面 に よ り い つ で も 解 約 す る こ

と が で き ま す 。 ま た 、 １ 年 以 上 に わ た り 、 こ の 取 扱 い に よ る 振 込 、 振

替 、照 会 ま た は 通 知 が 発 生 し な い 場 合 、当 金 庫 は あ ら か じ め 書 面 で 通

知 の う え そ の 取 扱 い を 中 止 す る こ と が あ り ま す 。  

１ ３ .  届 出 印  

( 1 )   本 サ ー ビ ス に か か る 届 出 事 項 の 変 更 、 解 約 等 に は 、 あ ら か じ め お 届

出 済 み の 印 章 を 使 用 し て く だ さ い 。  

( 2 )   当 金 庫 は 、 諸 届 そ の 他 の 書 類 に 使 用 さ れ た 印 影 を 届 出 の 印 鑑 と 相 当

の 注 意 を も っ て 照 合 し 、相 違 な い も の と 認 め て 取 扱 い を 行 っ た う え は 、

そ れ ら の 書 類 に つ き 偽 造 、変 造 そ の 他 の 事 故 が あ っ て も そ の た め に 生

じ た 損 害 に つ い て は 、当 金 庫 に 過 失 が あ る 場 合 を 除 き 、責 任 を 負 い ま

せ ん 。  

１ ４ .  規 定 の 準 用  

こ の 規 定 に 定 め の な い 事 項 に つ い て は 、 普 通 預 金 規 定 （ 総 合 口 座 取

引 規 定 を 含 み ま す 。）、 振 込 規 定 な ら び に 当 座 勘 定 規 定 お よ び 当 座 勘

定 貸 越 約 定 書 に よ り 取 り 扱 い ま す 。  
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１ ５ .  規 定 の 変 更  

( 1 )   こ の 規 定 の 各 条 項 は 、 金 融 情 勢 そ の 他 の 状 況 の 変 化 そ の 他 相 当 の 事

由 が あ る と 認 め ら れ る 場 合 に は 、民 法 第 5 4 8 条 の ４ の 規 定 に 基 づ き 変

更 す る も の と し ま す 。  

( 2 )   前 項 に よ る こ の 規 定 の 変 更 は 、 変 更 を 行 う 旨 お よ び 変 更 後 の 規 定 の

内 容 な ら び に そ の 効 力 発 生 時 期 を 、店 頭 表 示 、当 金 庫 ホ ー ム ペ ー ジ ま

た は そ の 他 相 当 の 方 法 で 公 表 す る こ と に よ り 、 周 知 し ま す 。  

( 3 )   前 二 項 に よ る 変 更 は 、 公 表 の 際 に 定 め る 制 定 日 ま た は 改 定 日 か ら 適

用 す る も の と し ま す 。  

 

以  上  

（ 令 和 ８ 年 ３ 月 ２ 日 改 定 ）  


